
町界地番変更に伴う

住所変更手続きのしおり

山梨市駅前土地区画整理事業の換地処分公告翌日 

令和２年１月３１日（金）から 

あなたの住所（所在地）が変わります。 
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～はじめに～ 

皆さんがお住まいの地域では、山梨市駅前土地区画整理事業

によって平成 5 年度から計画的に市街地整備が行われてきま

した。これに伴い、この度新しい町として、字区域の変更およ

び土地の地番を整理することとなりました。 

この冊子は、山梨市駅前土地区画整理事業換地処分公告（令

和２年１月３０日）の翌日（令和２年１月３１日）から対象区

域の住所が変わることによって生じる代表的な手続きをまとめ

たものです。 

今回の町名地番変更に係る手引きとしてご活用ください。 
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住所変更手続きのしおりの発送に伴い、下記の関係書類を各世帯・各事業所にお届け

します。 

住所変更手続きの 

しおり 
この冊子です。 

住所変更（所在地変更）の 

お知らせ 
新たな予定住所（予定所在地）を記載しています。 

商業・法人登記のてびき 所在地変更による法人等の変更登記に関する“てびき”です。 

町名・地番図 新しい町名・町界、新地番を表示しています。 

無料交付申請書（黄色） 

(１世帯あたり 10 枚) 

住所変更証明書等の無料交付を受ける際に必要な申請書で

す。 

換地処分公告（令和２年１月３０日）により、翌日の令和２年１月３１日（金）から住

所が変更となります。 

それに伴い、市役所で変更・更新の手続きを行うもの、また皆さまご自身で変更手続き

をしていただくものなど様々な手続きが必要となりますが、市役所のデータ更新のため、

変更申請や必要書類の交付等の手続きは、令和２年２月３日（月）からの開始となりま

す。 

※コンビニ交付について 

住所変更日から日曜日（令和２年１月３１日(金)、２月１日(土)、２月２日（日））

については、住民登録のデータ更新のため、住民票等のコンビニ交付サービスを利用し

ないで下さい。 

もし、利用された場合の返金等は致しかねますのでご了承ください。

◆ 今回お届けしたもの 

◆ 住所変更に伴う手続きの開始について 
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換地処分公告による字区域・地番の変更については、町名の変更はありませんので、郵

便番号に変更はありません。したがって、郵便番号は従来通り以下の番号のままです。 

本籍については、市役所による変更・書き換えは行いません。 

現在、地区内に本籍をお持ちの方で、新しい住所に本籍を移したい方は、令和２年２月

３日以降に市役所市民課窓口で手続きを行ってください。 

◆ 郵便番号について 

◆ 本籍について 

山梨市上神内川 ⇒ 〒４０５－００１８ 
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住所の変更に伴い、市役所などが住所の書き換えを行うものと、ご自身で住所変更の

手続きをしていただくものがあります。 

この“しおり”に、一般的な関係事項をまとめていますので、ご確認またはご参考にし

てください。 

チ
ェ

ッ

ク

変更の種類 対象者 問い合わせ先 手続きの時期 必要な書類 

□ 
住民票 
（住民基本台帳） 

住民登録をして
いる方 

市民課 
市民担当 

手続きの必要はありません。 

市役所が新しい住所に書き換えま
す。 □

戸籍の附票 
（住所欄） 

□ 戸籍簿 
区域内に本籍を
置いている方 

手続きの必要はありません。 

※本籍を新しい住所に変更したい
方は、２月３日以降、変更の手
続きをしてください。 

□
印鑑証明書 
（印鑑登録原票） 

印鑑登録をして
いる方 

手続きの必要はありません。 

市役所が新しい住所に書き換えま
す。 
お持ちの印鑑登録証(カード)は、
引き続きご利用できます。 

□
固定資産税 
課税台帳 

区域内に不動産
をお持ちの方 

税務課 
固定資産税担当 

手続きの必要はありません。 

地籍図の変更が令和２年中になる
ため、現況を反映した課税は令和
3 年度からになります。 

□ 
選挙人名簿 
（住所欄） 

選挙権のある方 
総務課 
文書法制担当 

手続きの必要はありません。 

選挙管理委員会が新しい住所に書
き換えます。

◆ 住所変更に伴う諸手続きについて 

公簿類 
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※この土地区画整理事業による住所・所在地変更のための登記の場合、住所変更証明書

等があれば登録免許税(印紙)が免除されます。 

チ
ェ

ッ

ク

公簿名 法務局が職権で書き換えるもの 

□

土地全部事項証明書 
(旧土地登記簿) 

建物全部事項証明書 
(旧建物登記簿) 

「表題部の所在欄」…手続きの必要はありません。
※法務局において新しい地番に変更されます。 

ただし、登記名義人などの住所については、申請があるまで変わ
りませんので、ご自身で手続きが必要となります。 
(下記の表を参照してください。) 

チ
ェ

ッ

ク

変更の種類 対象者 
問い合わせ

先 
手続きの時期 必要な書類 

不動産の登記(土地・建物) 

□ 
不動産(土地・建
物)の所有者の住
所変更 

国内の土地・建物
を所有者として登
記している方 

甲府地方 
法務局 

055 
(252)7151 

〔代表〕

期限はありませ
んが、登記閉鎖解
除後、すみやかに
手続きを済ませ
てください。 

※換地処分公告
後、１か月程度
は、登記閉鎖に
より手続きで
きませんので
ご注意くださ
い。

○登記申請書 
○住所変更 

証明書 

※詳しくは法
務 局 へご 確
認ください。

□ 
不動産(土地・建
物)の抵当権者な
どの住所変更 

国内の土地・建物
に、抵当権・賃借
権・仮登記など、
権利者として登記
している方 

チ
ェ

ッ

ク

変更の種類 対象者 
問い合わせ

先 
手続きの時期 必要な書類 

会社・法人の登記 

□ 
商業登記や法人登
記の本店(主たる事
務所)の所在地変更 

登記している会
社・法人の代表
者 

甲府地方 
法務局 

法人登記部門 

055 
(252)7151 

〔代表〕 

【本店】 
実施日以降～ 
2 週間以内に変
更手続きをして
ください。 

【支店】 
実施日以降～ 
3 週間以内に変
更手続きをして
ください。 

○登記申請書 
○所在地変更 

証明書 

※詳しくは法
務 局へご 確
認ください。 

□
商業登記法人登記
の支店(従たる事務
所)の所在地の変更 

□ 
商業登記や法人登
記の代表者等の住
所変更 

法務局（登記）関係 
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チ
ェ

ッ

ク

変更の種類 対象者 
問い合わせ

先 
手続きの時期 必要な書類 

□ 
通知カード 
(マイナンバー) 

通知カードをお持
ちの方 

市民課 
市民担当 

２月３日以降、
変更の手続き
をしてくださ
い。 

○通知カード 
(全員分) 

○印鑑 
○本人確認書類 

(来庁される方) 
運転免許証 
パスポート 
保険証 等 

※別世帯の方が代
理で手続きされ
る場合は事前に
お問い合わせく
ださい。 

□
個人カード 
(マイナンバー) 

個人番号カードを
お持ちの方 

２月３日以降、
変更の手続き
をしてくださ
い。 

○ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 
○印鑑 

※原則として手続
きはご本人とな
ります。代理で
手続きされる場
合は、事前にお
問い合わせくだ
さい。 

チ
ェ

ッ

ク

変更の種類 対象者 
問い合わせ

先 
手続きの時期 必要な書類 

□ 
住民基本台帳
カード 
(写真あり) 住民基本台帳カー

ドをお持ちの方 
市民課 
市民担当 

２月３日以降、
変更の手続きを
してください。 

○住民基本台帳カ
ード 

○印鑑 

※変更手続き時に
暗証番号が必要
となります。 

□
住民基本台帳
カード 
(写真なし) 

手続きの必要はありません。 

通知カード・個人番号カード 

住民基本台帳カード 
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チ
ェ

ッ

ク

変更の種類 対象者 問い合わせ先 手続きの時期 必要な書類 

□ 

在留カード 
カード・証明書を
お持ちの方 

市民課 
市民担当 

２月３日以降、
変更の手続きを
してください。 

○在留カード 

特別永住者証
明書 

○特別永住者 
証明書 

チ
ェ

ッ

ク

変更の種類 対象者 問い合わせ先 手 続 き の 時 期 必要な書類 

□ 
自動車運転免許
証の住所変更及
び本籍変更

運転免許証を
お持ちの方 

日下部警察署 

0553 
(22)0110 

または 

県内の警察署 

２月３日以降、
すみやかに変更
手続きをしてく
ださい。 

【住所の変更】 
○運転免許証 
○住所変更 

証明書 

【本籍の変更】 
○運転免許証 
○本籍変更 

証明書 

□
普通自動車の 
車検証の住所変 
更 

所有者又は使
用者 

山梨運輸支局 

050 
(5540)2039 

２月３日以降、
変更手続きをし
てください。 

○車検証 
○住所変更 

証明書 
○検査証記入 

申請書(有料) 
○使用者の印鑑 
○車庫証明 

□

自動二輪 
(126ｃｃ以上
の)車検証の住
所変更 

※必要な書類等
については、
問い合わせ先
にご確認くだ
さい。 □

軽自動車の車検
証の住所変更 

軽自動車 
検査協会 

山梨事務所 

050 
(3816)3121 

□

原付自動車
(125ｃｃ以下)
や小型特殊自動
車の所有者の住
所変更 

所有者 
税務課 
市民税担当 

手続きの必要はありません。 

市役所が新しい住所に書き換えま
す。 

在留カードなど 

自動車・オートバイ等 
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※第 1 号被保険者…国民年金に加入の自営業などの方 

※第 2 号被保険者…厚生年金や共済組合の加入者 

※第 3 号被保険者…第 2 号被保険者に扶養されている妻又は夫 

チ
ェ

ッ

ク

変更の種類 対象者 問い合わせ先 手続きの時期 必要な書類 

□ 
年金加入者の
住所変更 

第 1 号被保険者※ 届出の必要はありません。 

第 2 号被保険者※

勤務先へご確認ください。 

第 3 号被保険者※

□

60 歳以上で年
金の請求申請
がお済みでな
い方の住所変
更 

60 歳以上で年金
の請求がお済みで
ない方 日本年金機構 

甲府年金事務所 

055 
(252)1431 

市民課 
国保年金担当 

原則、届出の必要はありません。 

ただし、介護施設入所等のため
に、通知書等送付先住所と住民
票の住所が異なっている場合な
どには、「住所変更届(年金待機
用)」を日本年金機構に提出して
いただく必要があります。詳細
は甲府年金事務所にご確認くだ
さい。 

※「住所変更届(年金待機用)」は、
市役所市民課にもご用意して
あります。 

□ 
年金受給者の
住所変更 

国民年金受給者 

原則、届出の必要はありません。 

ただし、介護施設入所等のため
に、通知書等送付先住所と住民
票の住所が異なっている場合な
どには、「住所変更届」を日本年
金機構に提出していただく必要
があります。 

※「住所変更届」は、市役所市民
課にもご用意してあります。 

厚生年金受給者 

共済年金受給者 各共済組合へご確認ください。

年金関係 
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チ
ェ

ッ

ク

変更の種類 対象者 問い合わせ先 手 続 き の 時 期 必要な書類 

□ 
国民健康保険
被保険者証 

被保険者証をお持
ちの方 

市民課 
国保年金担当 

手続きの必要はありません。 

２月上旬に世帯主様宛に新しい住
所が記載されたものを郵送いたし
ます。 

□
国民健康保険
高齢受給者証 

受給者証をお持ち
の方 

□
国民健康保険
限度額適用認
定証 

認定証又は受療証
をお持ちの方 □

国民健康保険
限度額適用・
標準負担額減
額認定証 

□
国民健康保険
特定疾病療養
受療証 

□ 
国民健康保険
被保険者資格
証明書 

証明書をお持ちの
方

国民健康保険関係 
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チ
ェ

ッ

ク

変更の種類 対象者 問い合わせ先 手続きの時期 必要書類 

□
生活保護 
受給者証 

受給者証をお
持ちの方 

福祉課 
生活保護担当 

２月３日以降、
すみやかに変更
手続きをしてく
ださい。 

○受給者証 
○印鑑 

□ 
重度心身障害者医
療費受給資格者証 

受給資格者証
をお持ちの方 

福祉課 
障害福祉担当 

２月３日以降、
すみやかに記載
事項変更手続き
を し て く だ さ
い。

○受給資格者証 
○印鑑

□ 身体障害者手帳 
手帳をお持ち
の方 

２月３日以降、
すみやかに変更
手続きをしてく
ださい。 

○手帳 
○印鑑 

□ 療育手帳 

□ 
障害者福祉サービ
ス受給者証 

受給者証をお
持ちの方 

手続きの必要はありません。 

ただし、表示の訂正をご希望の方は
２月３日以降、変更手続きが可能で
す。 

□ 精神保健福祉手帳 
手帳をお持ち
の方 

２月３日以降、
すみやかに変更
手続きをしてく
ださい。 

○手帳 
○印鑑 

□ 
自立支援医療受給
者証 

受給者証をお
持ちの方 

○受給者証 
○印鑑 

□ 育成医療受給者証 
○受給者証 
○印鑑 

□ 
特別児童扶養手当
証書 

証書をお持ち
の方 

２月３日以降、
すみやかに変更
手続きをしてく
ださい。

○特別児童扶養
手当証書 

○印鑑

□ 特別障害者手当 

手当を受けて
いる方 

手続きの必要はありません。 □ 障害児福祉手当 

□ 経過的福祉手当 

福祉・医療・その他保険関係 
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チ
ェ

ッ

ク

変更の種類 対象者 問い合わせ先 手続きの時期 必要書類 

□ 
こども医療費受給者
資格証 

資格証をお
持ちの方 

子育て支援課 
子育て支援担
当 

手続きの必要はありません。 

２月上旬に新しい住所が記載され
た受給者証を郵送します。

□ 
ひとり親家庭等医療
費受給者証 

受給者証を
お持ちの方 

□ 児童手当 

手当を受け
ている方 

手続きの必要はありません。 

市役所が新しい住所に書き換えま
す。 

□ 児童扶養手当 

手続きの必要はありません。 

２月上旬に新しい住所が記載され
た証書を郵送します。 

□ 養育医療券 
医療券をお
持ちの方 

手続きの必要はありません。 

医療機関へ直接送付いたします。 

□ 
後期高齢者医療 
被保険者証 

被保険者証
をお持ちの
方 

市民課 
国保年金担当 

手続きの必要はありません。 

２月上旬に新しい住所が記載され
たものを郵送します。

□ 
後期高齢者医療 
限度額適用認定証 

認定証をお
持ちの方 

□ 
後期高齢者医療 
限度額適用・標準 
負担額減額認定証 

□ 
後期高齢者医療 
特定疾病療養受療証 

受療証をお
持ちの方 

□ 
介護保険 
被保険者証 

被保険者証
をお持ちの
方 

介護保険課 
介護保険担当 

手続きの必要はありません。 

新しい住所が記載されたものを郵
送いたします。 

□ 
介護保険 
負担限度額認定証 

認定証をお
持ちの方 

□ 
介護保険 
負担割合証 

負担割合証
をお持ちの
方 

□ 
社会福祉法人等利用
者負担軽減確認証 

確認証をお
持ちの方 

福祉・医療・その他保険関係 
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なお、上記以外の各種証などをお持ちの場合や、個人で契約や届出をしているものにつ

いては、それぞれの機関などにお問い合わせください。 

チ
ェ

ッ

ク

変更の種類 対象者 問い合わせ先 手続きの時期 必要な書類 

□ 犬の登録 
登録をされて
いる方 

環境課 
生活環境担当 

手続きの必要はありません。 

市役所が新しい住所に書き換えま
す。 

□
図書館利用者カ
ード 

利用者カード
をお持ちの方 

教育委員会 
生涯学習課 
市民会館・図書
館担当 ２月３日以降、

変更手続きをし
てください。 

住所の変更がわ
かる公的書類又
は身分証等 

□ 
体育施設利用者
登録 

登録している
方 

教育委員会 
生涯学習課 
スポーツ振興
担当 

□
上水道使用者の
住所変更 

上水道の使用
者 

水道課 
庶務担当 

手続きの必要はありません。 

市役所が新しい住所に書き換えま
す。 

□
下水道使用者の
住所変更 

下水道の使用
者 

下水道課 
管理担当 

手続きの必要はありません。 

市役所が新しい住所に書き換えま
す。 

チ
ェ

ッ

ク

変更の種類 手続きの内容 

□ 
旅券 
(パスポート) 

旅券(パスポート)の「所持人記入欄」に住所を記載している方は、ご自身
で旧住所を２本線で消し、新しい住所を記入して下さい。

※修正液等の使用は不可。

□
勤務先・学校
など 

ご自身で勤務先(会社)、学校などへ住所変更手続きをして下さい。
なお、山梨市立小・中学校へ通学している場合は、手続き不要です。 

□ 公共料金 電力会社、ガス会社、電話会社、ＮＨＫはお問い合わせください。

□ 
生命保険 
自動車保険等 

各保険会社等にお問い合わせください。

□ 銀行等 各金融機関等にお問い合わせください。

その他 

記入例）           １７７７番地

山梨県山梨市上神内川１２００番地１ 
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新しい住所をご親戚やお知り合いの方等へお知らせいただくための「住所変更表示の

お知らせはがき」が１世帯あたり５０枚、山梨郵便局より無料提供されます。 

「住所変更表示のお知らせはがき」は、年明けに送付いたします。 

（１）「住所変更証明書」について 

山梨市役所以外で当該本人が住所変更する際に、住所変更の事由が区画整理であ

ることを証明すると、手数料が免除されるケースがありますので、手続き先にご確

認ください。 

住所変更証明書は換地処分の公告があった日以降（２月３日（月）から）に、山

梨市役所市民課窓口にて無料で交付いたします。 

必要な方は、同封しました「無料交付申請書」で、市民課窓口へ申請してくださ

い。 

但し、無料交付は令和２年７月３１日までとなります。

なお、申請の際に本人確認ができるもの（運転免許証やパスポート、健康保険証

等）をご持参ください（旧住所、新住所どちらでも構いません）。 

（２）「住民票」の手数料免除について 

申請・届出先によっては、住民票の添付を求める場合があります。住民票の交付

には手数料が発生しますが、地番変更以降（２月３日（月））から６ヶ月間（半年

が経過した月の末日である令和２年７月３１日までの間）は、手数料を免除いたし

ます。 

ただし、自動交付機（コンビニ交付機）を利用される場合には対応できません。

必要な方は、同封しました「無料交付申請書」で、市民課窓口へ申請してくださ

い。 

◆ 住所変更のお知らせ用はがきについて 

◆ その他
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（３）「所在地変更証明書」について（法人） 

地番の変更があったことに伴い、所在地の表示が変更されたことを証明します。 

必要となった場合は、山梨市役所都市計画課にて無料で発行させていただきす。 

なお、申請の際に身分の確認できるもの（法人の関係者であることを証明できる

もの）をご持参ください。 

（４）郵便物について 

地番変更を実施するにあたり、施行地内を所管する山梨郵便局と打ち合わせを実

施いたしましたところ、換地処分の公告日の翌日から一年間は旧住所・新住所のど

ちらであっても郵便物が届くことを確認いたしましたので、お知らせさせていただ

きます。 

（５）このしおりの届出一覧は参考ですので、各種免許、許可証な

どの住所変更は、関係する窓口にお問合せのうえ、実施日以

降（２月３日）手続き等をしてください。 
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機 関 名 所  在 連絡先（代表） 

山梨市役所 山梨市小原西 843 0553-22-1111 

甲府地方法務局 
甲府市丸の内 1-1-18 

（甲府合同庁舎） 
055-252-7151 

日下部警察署 山梨市北 261 0553-22-0110 

山梨運輸支局 笛吹市石和町唐柏 1000-9 050-5540-2039 

軽自動車検査協会 

山梨事務所 
笛吹市石和町唐柏 792－1 050-3816-3121 

日本年金機構 

甲府年金事務所 
甲府市塩部 1-3-12 055-252-1431 

日本郵便株式会社 

山梨郵便局 
山梨市小原西 1043 0553-22-1160 

山梨市立図書館 山梨市万力 1830 0553-22-9600 

◆ 関係機関案内 





ご不明な点等がございましたら、下記までお問い合わせ下さい。 

★住所変更証明書等に関すること 

山梨市 市民課 市民担当 

★土地区画整理事業に関すること 

山梨市 都市計画課 都市計画担当 

電   話：０５５３－２２－１１１１（代表） 

ファックス：０５５３－２３－２８００ 


